
母子保健のご案内
事業名 内容・ 対象者 日程 その他

乳児健診

内 心臓病や股関節の異常等
の早期発見、 運動発達の

検査
対 令和３ 年 1 0 月生まれの
　  お子さ ん

東側　 ２ 月 2 4 日 ( 木 )
保健

センタ ー

時 １ 日～ 1 5 日生まれのお子さ んは
　   1 3 ： 1 0 ～ 1 3 ： 4 0

　   1 6 日～末日生まれのお子さ んは

　   1 3 ： 4 0 ～ 1 4 ： 1 0

持 母子健康手帳、 健康診査票、
　   バスタ オル

申 対象児以外は健康づく り 課へ。
他 離乳食の調理講習は中止です。

西側　 ２ 月 2 5 日 ( 金 )
母子健康
センタ ー

１ 歳６ か月児
健診

内  内科健診、 歯科健診等
対  令和２年 7 月生まれの
　  お子さ ん

東側　 ２ 月 1 7 日 ( 木 )
保健

センタ ー

時  １ 日～ 1 5 日生まれのお子さ んは
　  1 3 ： 1 0 ～ 1 3 ： 4 0

　  1 6 日～末日生まれのお子さ んは

　  1 3 ： 4 0 ～ 1 4 ： 1 0

持 母子健康手帳、 健康診査票、 バスタ オ
ル、 タ オル

申 対象児以外は健康づく り 課へ。
他 歯ブラ シを 使用し た歯科指導は中止し

ています。

西側　 ２ 月 1 8 日 ( 金 )
母子健康

センタ ー

３ 歳児健診

内 内科健診、 歯科健診、
　  尿検査等
対 東側地区で平成 30 年 12 月、

平成 31 年 1 月生まれのお
子さん

東側　 ２ 月 1 5 日 ( 火 )
保健セン
タ ー

時 12 月生まれのお子さ んは 13： 10 ～ 13： 40 
      １月生まれのお子さんは 13： 40 ～ 14： 10

持 母子健康手帳、 健康診査票、 バスタ オル、
　   目と 耳のアン ケート 、 早朝尿

申 対象児以外は健康づく り 課へ。

９ か月児

育児相談

内 身長・ 体重測定、運動発達・
離乳食の相談、 育児の心
配ごと の相談等

対 令和３年５月生まれのお子
さ んがいる母親または家族

東側　 ３ 月 7 日 ( 月）
保健

センタ ー

時 １ 日～ 1 5 日生まれのお子さ んは
　   1 0 ： 0 0 ～ 1 0 ： 2 5

　   1 6 日～末日生まれのお子さ んは

　   1 0 ： 2 5 ～ 1 0 ： 4 5

持 母子健康手帳、 バスタ オル、
　   ９ か月または 1 0 か月児健康相談票

西側　 ３ 月 1 日（ 火）
母子健康

センタ ー

乳幼児育児相談

内 身長・ 体重測定、運動発達・
食事の相談、 育児の心配

ごと の相談等
対  ０ ～３ 歳未満のお子さ ん
　  がいる母親または家族で

    希望する人

３ 月１ 日 ( 火）
母子健康
センタ ー

時  1 3 ： 3 0 ～ 1 4 ： 3 0
持 母子健康手帳、 バスタ オル
申 予約制。 健康づく り 課へ
　 　 電話、 直接または

　 　 Q R コ ード から 。

フ ッ 素塗布

対 １ 歳６ か月児健診受診後
から 小学校入学前までの

むし 歯のないお子さ ん

２ 月 2 5 日 ( 金）
文化
センタ ー

時 初めてのお子さ んは 13： 20 ～ 13： 50
　   ２回目以降のお子さ んは 1 3： 50 ～ 14： 2 0

費 １ 回あたり 1 ,4 3 0 円
持 歯ブラ シ、 母子健康手帳、 タ オル
申 当日直接会場へ。 ※２ 回目以降は６ か

月以上間隔を あけてく ださ い。

プレ ママセミ

ナー

内 妊娠中の栄養・ 生活、 あか
ちゃんとの暮らしについて

対 妊娠 2 7 週までの妊婦や
家族で希望する人

３ 月８ 日 ( 火） 市役所

時  1 0 :0 0 ～ 1 2 :0 0
持  母子健康手帳
申 3 月 1 日（ 火） までに健康づく

り 課へ電話または直接（ 定員８
組※先着順）

プレ ママ・

プレ パパセミ

ナー

内 出産の準備（ 呼吸法等）、
あかちゃ んのお風呂の入

れ方（ 実習）
対 妊娠 2 8 週以降の妊婦、

父親になる人、 家族で希
望する人

２ 月 2 6 日 ( 土）
母子健康

セン タ ー

時  9 :3 0 ～ 1 2 :0 0
持  母子健康手帳
申  2 月 1 8 日（ 金） までに健康づ

く り 課へ電話または直接（ 定員
８ 組※先着順）

※東側と は高崎線から 東側の地域、 西側と は高崎線から 西側の地域を指し ます。

保健事業のご案内
事業名 内容・ 対象者 日程 その他

こ こ ろ の相談

内 心の健康に不安がある人
等の相談に応じ ます

対 市内在住の人で本人また
はその家族（ 治療中の人
はご遠慮く ださ い）

3 月 9 日 ( 水）

9 :3 0 ～ 1 1 :0 0
市役所

定  ３ 人　 費  無料

講  相談員　 菱
ひし

田
だ

香
かおり

さん（ 精神科医）

申 3 月４日（ 金） までに健康づく り
課へ電話または直接。

●新型コ ロナウイ ルス感染症の拡大防止のため、 実施日程などを変更する場合があり ます。

●咳や発熱など症状がみら れる場合は、 健 ( 検 ) 診受診をお控えく ださ い。
問 健康づく り 課保健予防担当（ ☎ 594-5544）
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北本市消費生活相談あれこ れ暮らし の110 番

〇北本市消費生活センタ ー ( 北本市役所市民課内　 ☎ 5 1 1 -8 8 0 0 )

　 毎週月～金曜日 ( 祝日・ 年末年始を除く )

1 0 ： 0 0 ～ 1 2 ： 0 0 、 1 3 ： 0 0 ～ 1 6 ： 0 0

※土・ 日曜日、 祝日は局番なし の☎ 1 8 8 へ ( 年末年始を除く )

〇埼玉県消費生活支援センタ ー ( ☎ 0 4 8 -2 6 1 -0 9 9 9 )

　 毎週月～土曜日 ( 祝日・ 年末年始を除く ) ９ ： 0 0 ～ 1 6 ： 0 0

〇全国消費生活相談員協会「 週末電話相談」 ( ☎0 3 -5 6 1 4 -0 1 8 9 )

　 毎週土・ 日曜日 1 0 ： 0 0 ～ 1 2 ： 0 0 、 1 3 ： 0 0 ～ 1 6 ： 0 0

相談窓口

イ ン タ ーネッ ト 検索中に、 実在する 企業名で「 ウイ ルス

に感染し ている、 放置すると パソ コ ンが使えなく なる」 と 画

面に表示さ れた。 カ スタ マーサポート の問い合わせ電話番号

が繰り 返し 表示さ れたので、 慌てて電話を かけた。 すると 、

片言の日本語を話すオペレータ ーが対応、 すぐ に危険を除去

でき ると し て、 有償サポート 契約を勧めら れた。 コ ンビニで

3 万円分の電子マネーを購入し て支払う よう 言われ、 電子マ

ネーのカ ード 番号をオペレータ ーに伝えた。 オペレータ ーか

ら 購入し た電子マネーのカ ード 番号がエラ ーで確認でき な

い。 再度 3 万円分の電子マネーを 購入するよう 求めら れた。

確認でき れば最初に購入し た電子マネー 3 万円は現金書留

で返金すると 言われたので、 再度電子マネーを購入し てカ ー

ド 番号を 知ら せてし まっ た。 と の相談が A さ んから 寄せら

れまし た。

　 セキュ リ ティ サービスで、 パソ コ ン画面に警告表示と 電話

番号を表示し て電話をかけさ せてサポート するこ と は通常あ

り ません。 イ ンタ ーネッ ト 検索中に突然表示さ れる警告は、

偽警告の可能性が高いです。 実在する企業名が表示さ れてい

ますが、 それら の企業と は関係あり ません。 実在する企業が

提供する正規のサービスと 見せかけるために使用さ れている

と 思われます。

　 A さ んのよう に突然警告画面が表示さ れた時は、 警告画面

を閉じ るだけで問題は解消さ れます。画面が消せない場合は、

プラ ウザを強制終了するか、パソ コ ンを再起動し てく ださ い。

表示さ れた電話番号には決し て電話を かけないでく ださ い。

カ ード 番号だけで利用でき る電子マネーは、 カ ード 番号を相

手に伝えてし まう と お金を 取り 戻すこ と は非常に困難です。

お困り の時は、北本市消費生活センタ ーに相談し てく ださ い。

■パソ コ ンの偽警告表示にご注意！
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　 ●税務相談（ 税務課市民税担当☎ 5 94-55 1 8 ）

　 ●行政相談（ 市民課市民相談担当☎ 59 4-552 9 ）

　 ●不動産相談（ 市民課市民相談担当☎ 594 -5 52 9 ）

ȷܤ ・ܤ μ♥

相談名 日時 場所 問合せ

法律相談（ 予約制）

弁護士　 祝日を除く 毎週水曜日　 13： 30
～ 1 6： 20

市役所
市民課相談室

市民課市民相談担当
( ☎ 594 -55 2 9 ）司法書士　 第 1・ 3 金曜日　 1 3 ： 3 0 ～ 1 6 ： 2 0

市民相談 毎週月～金曜日　 9： 00 ～ 16： 00

消費生活相談・
多重債務相談

毎週月～金曜日
10： 00 ～ 12： 00 、 1 3： 00 ～ 1 6： 00

消費生活センタ ー ( ☎ 5 11-88 0 0 )
※当面の間電話での対応と さ せていただき ます

人権相談
２ 月 22 日（ 火） 13： 30  ～ 1 5 ： 3 0

（ 受付は 15 ： 0 0  まで） 人権推進課人権推進・ 男女共同参画担当
( ☎ 59 4-550 6 )

女性相談（ 予約制）
２月 16 日 ( 水 )・ 21 日（ 月）、 ３月２日（ 水）
10： 00 ～ 1 6： 00（ 1 人 50 分）

教育相談 毎週月～金曜日　 8： 30 ～ 16： 30 教育センタ ー ( ☎ 591 -21 7 6 )

ことばの相談（ 未就学児対象）
毎週月～金曜日　 9： 00 ～ 16： 00

児童発達支援センタ ー ( ☎ 59 2-887 6 )

子ども の相談（ 育児、し つけ等） 子育て支援課児童相談担当 ( ☎ 511 -7 70 2 )

緑のなんでも 相談 ３ 月７ 日（ 月） 1 0： 00  ～ 1 2 ： 0 0 総合公園 ( ☎ 59 2 -4 0 5 0 )

心配ごと 相談（ 予約制）
２ 月 16 日 ( 水 )、 ３ 月２ 日（ 水）
９ ： 30 ～ 11： 30

総合福祉センタ ー

社会福祉協議会 ( ☎ 5 9 3 -2 9 6 1 )
※前日までにお申し 込みく ださい

結婚相談（ 予約制）
２ 月 19 日 ( 土 )、 ３ 月１ 日（ 火）　
13： 30 ～ 15： 30

ボラ ンティ ア相談 ３ 月５ 日（ 土） 1 0： 00 ～ 1 2： 00 社会福祉協議会 ( ☎ 5 9 3 -2 9 6 1 )

内職相談（ 予約不要） 毎週火・ 金曜日　 13 ： 0 0 ～ 16 ： 0 0 勤労福祉センタ ー 内職相談室 ( ☎ 5 91-85 5 1 )

住宅増改築（ 新築）・
リ フ ォ ーム相談

２ 月 12 日 ( 土 )　 ９ ： 00 ～ 1 2： 00 市役所相談室 産業観光課商工労政・ 観光担当
( ☎ 59 4-553 0 )

住宅増改築相談の当日の問合せ
は ( ☎ 59 1-111 1 )

職業相談・ 雇用相談
（ 予約制）

毎週水・ 木曜日
10： 00 ～ 12： 00 、 1 3： 00 ～ 1 6： 00

勤労福祉センタ ー内
北本市無料職業紹介所

２ 月８ 日～３ 月７ 日◌ ◌ႉᓈ
※状況により 中止になる場合があり ます。
※相談日が祝日のと き はお休みです。各種相談案内
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